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運用報告書（全体版） 
作成対象期間 第 23 期 

（2014 年 9 月 1 日～2015 年 8 月 31 日） 
 

受益者の皆様へ 
 

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。 
さて、アライアンス・バーンスタイン（以下「トラスト」といいます。）のポートフォリオの一つであ

るエマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ（以下「ファンド」といいます。）は、このた
び、第 23 期の決算を行いました。ここに当期の運用状況および監査済財務書類についてご報告申し上げ
ます。 

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。 
 
ファンドの形態 ルクセンブルグ籍オープン・エンド型契約型外国投資信託（米ドル建） 

信託期間 
ファンドの存続期間は無期限です。ただし、管理会社の決定により、ファンドを解散
することができます。 

運用方針 
ファンドの投資目的および投資方針は、新興成長国市場の企業の株式に投資すること
により元本の長期的な成長を達成することです。 

主要投資対象 

新興成長国市場には MSCI Emerging Markets Index に組入れられている国が含まれま
すが、それらに限定されません。ファンドは、随時、フロンティア市場にも投資する
ことができます。フロンティア市場には S&P Frontier Broad Market Index に組入れ
られている国が含まれますが、それらに限定されません。 

ファンドの 
運用方法 

投資顧問会社は、通常の市況では、ファンドの総資産の大部分を新興成長国市場およ
びフロンティア市場の企業の株式に投資することにより運用します。ファンドは、そ
の資産の３分の２以上を新興成長国市場の発行体に投資し、かつ純資産の 50％以上
を株式に投資します。投資銘柄の選定に当り、投資顧問会社は、長期的な成長が見込
める好位置にあると判断する優良発行体に投資することを追求します。 

ファンドの主要
投資制限 

・同一発行体の譲渡可能有価証券または短期金融市場商品への投資は、原則として、
ファンドの純資産総額の 10％を限度とします。 

・証券取引所またはその他規制された市場において、上場または取引されていない譲
渡可能有価証券または短期金融市場商品への投資は、原則としてファンドの純資産
総額の 10％を限度とします。 

・トラスト全体で、同一発行体の同一種類の証券への投資は、当該証券の 10％を限
度とします。 

・他のオープン・エンド型投資信託／投資法人への投資は、原則としてファンドの純
資産総額の 10％を限度とします。 

・証券の信用取引や空売りは行いません。 
・一時的措置による銀行からの借入を除き、金銭の借入を行うことはできません。ま
た借入総額は、ファンドの純資産総額の 10％を超えないものとします。 

分配方針 
管理会社は、現在、クラスＡ受益証券に関して分配を行わない方針です。従って、ク
ラスＡ受益証券に帰属する純収益および純実現利益は、受益証券の純資産価格に反映
されます。 
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（注１） 本書中、米ドル建金額は、便宜上、１米ドル＝120.61円の換算率（平成27年12月30日現在の株式会社三菱東京

UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されています。 

（注２） 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場

合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、

必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中においては、同じ情報について日本円の数字が異なる

場合があります。 
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第１ 当期の運用の経過および運用状況の推移等 

 

（１）当期の運用の経過および今後の運用方針 

 

■当期の受益証券１口当たり純資産価格の推移 

 

 

 

■１口当たり純資産価格の主な変動要因 

 
○上昇要因 

 成長の可能性が高いと判断し保有した新興国の株式の上昇 

○下落要因 

 成長の可能性が高いと判断し保有した新興国の株式の下落 

 新興国通貨の対ドルでの下落 

 
■投資環境について 

 

2015 年８月 31 日までの 12 ヵ月間におけるグローバル市場では、全般的に原油やコモディテ

ィ価格の急落による影響を受けたほか、ギリシャや中国の経済の動向も投資家の懸念材料とな

りました。 

新興国株式市場は、2014 年９月から 2015 年４月半ばにかけては、変動性の高い展開となりま

した。ブラジルや中国における経済指標の改善や金融緩和策等を好感し上昇する場面があった

一方で、中国および欧州における景気の弱含み、原油価格の下落、米連邦準備理事会（FRB）に

よる早期利上げに対する影響への懸念等を受けて下落しました。４月半ば以降は、FRB の出口戦

略の影響が不安視される中、人民元切下げに端を発する中国景気の不透明感の高まりと原油安、

さらにはグローバル経済への波及懸念と、投資家の間で不安が増幅しリスク回避が広がったこ

とから一段安となりました。 
  



 

 - 2 -

■ポートフォリオについて 

 

ファンドは主として新興国の株式及び株式関連証券等から成るポートフォリオに投資するこ

とにより、信託財産の長期的な成長を目指します。運用にあたっては、当期も引き続きアナリ

ストの徹底した調査に基づき、潜在成長力、バリュエーション及び経営能力がバランスよく優

れていると判断される銘柄を厳選して投資しました。 

その結果、セクター別配分においては、金融セクター、一般消費財・サービス・セクター、

情報技術セクター等が上位となりました。国別配分においては、中国、インド、台湾等が上位

となりました。 

 

■分配金について 

 

ファンドは、分配方針に従い、クラスＡ受益証券については原則的に分配は行いません。従

って、設定来、分配金は支払われておりません。 

 

■今後の運用方針 

 

ファンドは、今後も投資方針に従って運用を行って参ります。 

 

■ベンチマークとの差異について 

 

ファンドは、特定の指数を上回ることを目指す運用を行っていないため、ベンチマークを設

けておりません。    
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（２）費用の明細 
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（３）投資状況 

 

資産別および国別の投資状況 

（2015年８月31日現在） 

資 産 の 種 類 国      名 
時 価 合 計 

（米ドル） 

投 資 比 率 

（％） 

普 通 株 式 

中国 114,493,176 20.93 

インド 99,885,258 18.26 

台湾 54,934,062 10.04 

南アフリカ 29,516,230 5.39 

香港 27,566,123 5.04 

フィリピン 26,749,024 4.89 

英国 25,804,415 4.72 

タイ 25,281,487 4.62 

ロシア 25,262,735 4.62 

インドネシア 23,055,800 4.21 

米国 20,524,945 3.75 

ブラジル 20,254,057 3.70 

シンガポール 18,070,562 3.30 

スイス 11,690,130 2.14 

ペルー 8,194,170 1.50 

コロンビア 4,751,822 0.87 

メキシコ 4,218,859 0.77 

カンボジア 2,275,105 0.42 

マレーシア 1,657,134 0.30 

キプロス 1,283,593 0.23 

チリ 425,722 0.08 

トルコ 399,895 0.07 

小  計 546,294,305 99.85 

投資有価証券合計 546,294,305 99.85 

現金・預金・その他資産（負債控除後） 822,160 0.15 

合         計（純資産総額） 
547,116,465 

（65,988百万円） 
100.00 

（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。 

（注２）国の分類は、発行会社の本店の所在国を基準としている。 
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（４）投資資産 
 

① 投資株式（普通株式）上位 30銘柄 
（2015年８月31日現在） 

 銘柄名 国 業種 
数量 
（株） 

時価 
（米ドル） 

投資比率

（％）

1 
Taiwan Semiconductor 

Manufacturing Co., Ltd.   
台湾 情報技術 9,250,385 35,991,478 6.6 

2 Tencent Holdings Ltd.   中国 情報技術 1,314,100 22,007,267 4.0 

3 British American Tobacco PLC   英国 生活必需品 400,430 21,203,749 3.9 

4 AIA Group Ltd.   香港 金融 3,322,000 18,332,957 3.3 

5 CP ALL PCL   タイ 生活必需品 12,294,000 17,491,812 3.2 

6 
Housing Development Finance 

Corp., Ltd.   
インド 金融 927,840 16,542,993 3.0 

7 Eclat Textile Co., Ltd.   台湾 
一般消費財・

サービス 
1,086,080 16,334,032 3.0 

8 TAL Education Group (ADR) 中国 
一般消費財・

サービス 
529,114 16,227,927 3.0 

9 Baidu, Inc. (Sponsored ADR)   中国 情報技術 103,886 15,297,213 2.8 

10 Aspen Pharmacare Holdings Ltd.  南アフリカ ヘルスケア 588,739 15,177,200 2.7 

11 Naspers Ltd. - Class N   南アフリカ
一般消費財・

サービス 
110,770 14,339,029 2.6 

12 Yum! Brands, Inc.   米国 
一般消費財・

サービス 
176,388 14,070,471 2.6 

13 HCL Technologies Ltd.   インド 情報技術 926,738 13,564,740 2.5 

14 Global Logistic Properties Ltd.  シンガポール 金融 8,116,900 12,779,327 2.3 

15 Lenta Ltd. (GDR)   ロシア 生活必需品 1,729,855 12,627,485 2.3 

16 Tata Consultancy Services Ltd.  インド 情報技術 323,391 12,513,913 2.3 

17 Cie Financiere Richemont SA   スイス 
一般消費財・

サービス 
1,569,116 11,690,130 2.2 

18 Magnit PJSC (Sponsored GDR)   ロシア 生活必需品 233,334 11,588,936 2.1 

19 HDFC Bank Ltd.   インド 金融 722,110 11,115,447 2.0 

20 
Tower Bersama Infrastructure Tbk 

PT   
インドネシア

電気通信 

サービス 
20,558,500 10,489,212 1.9 

21 Ayala Land, Inc.   フィリピン 金融 13,033,300 10,013,447 1.8 

22 CAR, Inc. (a)   中国 
資本財・ 

サービス 
5,512,000 9,622,191 1.8 

23 BB Seguridade Participacoes SA  ブラジル 金融 1,092,000 8,641,694 1.6 

24 Vipshop Holdings Ltd. (ADR)   中国 
一般消費財・

サービス 
464,620 8,358,514 1.5 

25 
Hengan International Group Co., 

Ltd.   
中国 生活必需品 837,000 8,262,293 1.5 

26 Credicorp Ltd.   ペルー 金融 74,506 8,194,170 1.5 

27 Universal Robina Corp.   フィリピン 生活必需品 1,735,980 7,190,306 1.3 

28 Axis Bank Ltd.   インド 金融 938,400 7,166,746 1.3 

29 
Sun Pharmaceutical Industries 

Ltd.   
インド ヘルスケア 531,084 7,080,055 1.3 

30 TerraForm Global, Inc. - Class A  米国 公益事業 662,677 6,454,474 1.2 
(a) 貸付中の有価証券の全部または一部を表示する。貸付有価証券に関する情報は、財務書類に対する注記Ｍを参照のこと。 
* 投資株式の全銘柄については、後記「第２ ファンドの経理状況」の「③ 投資有価証券明細表等」をご参照ください。   
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② 投資不動産物件 
 
該当なし 

 
③ その他投資資産の主要なもの 

 
該当なし 
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（５）純資産の推移 
 

直近 10 計算期間末ならびに第 23 期中における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。 

 

 
純資産総額 

（全クラス合計） 
１口当たり純資産価格 
（クラスＡ受益証券） 

 千米ドル 百万円 米ドル 円 

第14期末 

（2006年８月31日） 
1,061,245 127,997 29.62 3,572 

第15期末 

（2007年８月31日） 
1,770,646 213,558 40.44 4,877 

第16期末 

（2008年８月31日） 
1,804,264 217,612 36.15 4,360 

第17期末 

（2009年８月31日） 
1,224,806 147,724 28.55 3,443 

第18期末 

（2010年８月31日） 
1,466,818 176,913 33.58 4,050 

第19期末 

（2011年８月31日） 
1,207,885 145,683 35.20 4,245 

第20期末 
（2012年８月31日） 

868,135 104,706 32.06 3,867 

第21期末 

（2013年８月31日） 
738,348 89,052 32.84 3,961 

第22期末 

（2014年８月31日） 
745,113 89,868 39.90 4,812 

第23期末 

（2015年８月31日） 
547,116 65,988 32.84 3,961 

2014年９月末 693,239 83,612 37.53  4,526  

10月末 714,259 86,147 39.09  4,715  

11月末 712,095 85,886 39.24  4,733  

12月末 663,557 80,032 37.06  4,470  

2015年１月末 665,114 80,219 37.61  4,536  

２月末 683,164 82,396 38.91  4,693  

３月末 675,080 81,421 38.74  4,672  

４月末 679,904 82,003 39.60  4,776  

５月末 667,479 80,505 39.06  4,711  

６月末 650,302 78,433 37.99  4,582  

７月末 616,802 74,392 36.40  4,390  

８月末 547,116 65,988 32.84  3,961  
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（６）分配の推移 

 

クラスＡ受益証券については、分配方針に従い、設定来、分配金は支払われていません。 

 

 

（７）収益率の推移 

 

  直近 10 計算期間について、収益率の推移は以下のとおりです。 

 

  クラスＡ受益証券 

計  算  期  間 収益率（％） 

第14期（2005年９月１日～ 2006年８月31日） ＋25.30 

第15期（2006年９月１日～ 2007年８月31日） ＋36.53 

第16期（2007年９月１日～ 2008年８月31日） －10.61 

第17期（2008年９月１日～ 2009年８月31日） －21.02 

第18期（2009年９月１日～ 2010年８月31日） ＋17.62 

第19期（2010年９月１日～ 2011年８月31日） ＋4.82 

第20期（2011年９月１日～ 2012年８月31日） －8.92 

第21期（2012年９月１日～ 2013年８月31日） ＋2.43 

第22期（2013年９月１日～ 2014年８月31日）  ＋21.50 

第23期（2014年９月１日～ 2015年８月31日） －17.69 

（注）収益率（％）＝ 100 ×（ａ－ｂ）／ｂ 

   ａ＝ 計算期間末の１口当り純資産価格（当該計算期間の分配金の合計額を加えた額） 

   ｂ＝ 当該計算期間の直前の計算期間末の１口当り純資産価格（分配落の額）。 
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（８）販売および買戻しの実績 

 

  直近 10 計算期間について、販売、買戻しの実績ならびに各期末の発行済口数は以下のとおりです。 

 

  クラスＡ受益証券 

計算期間 販売口数 買戻口数 
乗換口数 

（＋） 

乗換口数 

（－） 
発行済口数 

第14期 

自 2005年９月１日 

至 2006年８月31日 

19,778,078 13,377,297 1,514,051 1,251,773 18,902,181

第15期 

自 2006年９月１日 

至 2007年８月31日 

17,094,815 7,997,963 172,347 312,633 27,858,747

第16期 

自 2007年９月１日 

至 2008年８月31日 

16,580,377 10,870,767 191,025 242,875 33,516,507

第17期 

自 2008年９月１日 

至 2009年８月31日 

9,250,356 

(2,054)

12,934,113 

(45)

483,186

(－)

141,372 

(－) 

30,174,564

(2,009)

第18期 

自 2009年９月１日 

至 2010年８月31日 

6,935,452 

(149,560)

7,699,893 

(4,160)

907,907

(－)

499,812 

(－) 

29,818,218

(147,409)

第19期 

自 2010年９月１日 

至 2011年８月31日 

5,333,101 

(361,250)

9,325,505 

(351,660)

737,502

(－)

394,359 

(－) 

26,168,957

(156,999)

第20期 

自 2011年９月１日 

至 2012年８月31日 

4,537,779 

(177,720)

6,124,164 

(184,850)

122,479

(－)

214,356 

(－) 

24,490,695

(149,869)

第21期 

自 2012年９月１日 

至 2013年８月31日 

2,974,528 

(34,090)

6,493,291 

(150,559)

84,926

(－)

125,828 

(－) 

20,931,030

(33,400)

第22期 

自 2013年９月１日 

至 2014年８月31日 

2,907,699 

(380)

5,891,538 

(23,860)

57,428

(－)

129,459 

(－) 

17,875,160

(9,920)

第23期 

自 2014年９月１日 

至 2015年８月31日 

1,999,636 

(0)

4,080,606 

(2,610)

37,930

(－)

59,274 

(－) 

15,772,846

(7,310)

(注)（ ）の数字は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。日本における募集は、2008年12月15日より開始されました。 
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（９）純資産額計算書 

 

（2015年８月31日現在） 

 米ドル 千円 

資産総額（全クラス合計）(a) 551,209,155 66,481,336 

負債総額（全クラス合計）(b) 4,092,690 493,619 

純資産総額： 

全クラス合計（a）-（b）( c1) 

クラスＡ受益証券（c2） 

 

547,116,465 

517,927,523 

 

65,987,717 

62,467,239 

発行済受益証券口数： 

クラスＡ受益証券（d） 
15,772,846口 

１口当たり純資産価格： 

クラスＡ受益証券（c2）/（d） 

 

32.84 

 

3,961円 

  



 

 - 11 -

第２ ファンドの経理状況 

 

以下に掲げるアライアンス・バーンスタインの第 23 期の日本文の財務書類は、ルクセンブルグの法令

および一般に認められた会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです。これは、「財

務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）第 131 条第 5項ただ

し書の規定の適用によるものです。 

 

以下に掲げる日本文の財務書類では、エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオに関連す

る部分のみを抜粋して記載しております。ただし、財務諸表に対する注記においては、アライアンス・バ

ーンスタインの全ポートフォリオまたは他のポートフォリオに関して記載している箇所があります。 

 

アライアンス・バーンスタインの原文の財務書類については、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23

年法律第 103 号）第 1 条の 3 第 7 項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けており、下記のと

おり監査報告書を受領しております。 

 

エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオの原文の財務書類は、基準通貨（米ドル）およ

び各クラスの受益証券の表示通貨で表示されています。日本文の財務書類には主要な金額について円換算

額が併記されています。換算は便宜上平成 27 年 12 月 30 日現在における株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対

顧客電信直物売買相場の仲値（１米ドル＝120.61 円）で行われています。なお、千円未満の金額は四捨五

入されています。 

 

（注）「財務書類の注記」において、「ファンド」とは、アライアンス・バーンスタインを指し、「ポートフォリオ」とは、エマージ

ング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオを含む、アライアンス・バーンスタインの各ポートフォリオを指します。 
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独立監査人の報告書 

 

アライアンス・バーンスタイン（英文名称：ACMBernstein、ただし、オーストラリア、ドイツおよびスイ

ス以外においては、AllianceBernstein として業務を行っている）の受益者各位 

 

 我々は、2015 年 8 月 31 日現在の資産・負債計算書および投資有価証券明細表および同日に終了した年

度の合算損益計算書および純資産変動計算書ならびに財務書類に対するその他説明情報から構成される、

アライアンス・バーンスタインおよびその各ポートフォリオ（以下「ファンド」という。）の添付の財務

書類について監査を行った。 

 

財務書類に対する管理会社の取締役会の責任 

 管理会社の取締役会の責任は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令および規制基

準に準拠して本財務書類を作成し適正に表示すること、および不正または誤謬による重要な虚偽表示のな

い財務書類を作成し表示するために管理会社の取締役会が必要と判断した内部統制を整備することにある。 

 

公認法定監査人（Réviseur d’Entreprises Agréé）の責任 

我々の責任は、我々が実施した監査に基づいて、本財務書類についての意見を表明することにある。

我々は、金融監督委員会がルクセンブルグについて採択した国際監査基準に準拠して監査を行った。当該

基準は、我々に、倫理規定を遵守し、財務書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を

得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、財務書類の金額および開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監

査手続は、公認法定監査人の判断により、不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示のリスクの評

価等に基づいて選択および適用される。 

公認法定監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務

書類の作成と適正な表示に関連する事業体の内部統制を検討するが、これは、事業体の内部統制の有効性

について意見表明するためのものではない。また、監査には、管理会社の取締役会が採用した会計方針の

妥当性および管理会社の取締役会によって行われた見積りの合理性を評価すること、ならびに全体として

の財務書類の表示を評価することが含まれる。 

我々は、我々の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

意   見 

 我々は、本財務書類が、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令および規制基準に準

拠して、アライアンス・バーンスタインおよびその各ポートフォリオの 2015 年 8 月 31 日現在の財政状態

ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動を適正に表示しているものと認める。 

 

その他の事項 

 年次報告書に含まれている補足的情報は、上述の基準に準拠して実施される監査手続の対象となるもの

ではないが、我々の委任に関連して検討された。従って、我々はかかる情報に対して意見を表明するもの

ではない。我々は、財務書類全体との関連で見た場合、かかる情報に関して特に意見はない。 

 

アーンスト・アンド・ヤング 

株式会社 

Cabinet de revision agréé 

マイケル・ファーガソン 

ルクセンブルグ、2015 年 12 月 17 日 
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(1) 貸借対照表 

 

アライアンス・バーンスタイン 

  

資産・負債計算書 

  

2015年８月31日現在 
  

エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ 

（米ドル） （千円） 

資  産 

 投資有価証券－時価 546,294,305 65,888,556

 定期預金 1,697,321 204,714

 未収配当金および未収利息 538,740 64,977

 ファンド証券販売未収金 538,826 64,988

 現 金 723,318 87,239

 投資有価証券売却未収金 1,291,830 155,808

 スワップ契約前渡プレミアム 0 0

 為替先渡契約未実現評価益 0 0

 スワップ未収金利 0 0

 金融先物契約未実現評価益 0 0

 スワップ未実現評価益 0 0

 有価証券貸付未収収益 26,806 3,233

 その他未収金 98,009 11,821

551,209,155 66,481,336

 
負  債 

 預託機関に対する未払金  476,486 57,469

 ファンド証券買戻未払金 2,298,434 277,214

 未払分配金 0 0

 投資有価証券購入未払金 26,081 3,146

 為替先渡契約未実現評価損 3,731 450

 スワップ未実現評価損 0 0

 逆買戻条件付取引契約未払金 0 0

 スワップ契約前受プレミアム 0 0

 金融先物契約未実現評価損 0 0

 スワップ未払金利 0 0

 発行オプション（時価） 0 0

 未払費用およびその他債務 1,287,958 155,341

4,092,690 493,619

純 資 産 547,116,465 65,987,717

  

財務書類に対する注記を参照のこと。 
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(2) 損益計算書 

 

アライアンス・バーンスタイン 

  

損益計算書および純資産変動計算書 

  

2015年８月31日に終了した年度 
  

エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ 

（米ドル） （千円） 

投資収益 

 利息 6,494 783 

 配当金（純額） 10,784,634 1,300,735 

 スワップ収益 0 0 

 有価証券貸付収益（純額） 190,301 22,952 

10,981,429 1,324,470 

費  用 

 管理報酬 11,194,281 1,350,142 

 販売管理報酬 77,842 9,389 

 管理会社報酬 660,671 79,684 

 名義書換代行報酬 463,421 55,893 

 スワップ関連費用 0 0 

 税金 314,245 37,901 

 専門家報酬 284,367 34,298 

 保管報酬 248,781 30,005 

 会計および管理事務代行報酬 111,456 13,443 

 印刷費 4,352 525 

 その他 204,166 24,624 

13,563,582 1,635,904 

 費用の払戻しまたは権利放棄 0 0 

 費用純額 13,563,582 1,635,904 

 純投資収益／(損失) (2,582,153) (311,433)

  

実現利益および(損失) 

 投資有価証券、為替先渡契約、 

 スワップ、金融先物契約、 

 オプションおよび通貨 

20,256,768 
 

2,443,169 

 資本源泉税 (2,013,918) (242,899)

  

未実現利益および(損失)の変動 

 投資有価証券 (137,944,381) (16,637,472)

 為替先渡契約 (5,345) (645)

 スワップ 0 0 

 金融先物契約 0 0 

 発行オプション 0 0 

 運用実績 (122,289,029) (14,749,280)

  

ファンド証券の取引 

 増加／(減少） (75,707,602) (9,131,094)

 買戻手数料 0 0 

 支払分配金 0 0 

  

純 資 産  

 期 首 745,113,096 89,868,091 

 為替換算調整 0 0 

 期 末 547,116,465 65,987,717 

  

財務諸表に対する注記を参照のこと。 
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アライアンス・バーンスタイン 

  

発行済受益証券口数 

  

2015年８月31日現在 
  

エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ 

 （口） 

  

受益証券のクラス 

  

Ａ 15,772,846 

Ａ ＡＵＤ Ｈ 32,129 

Ａ ＳＧＤ Ｈ 2,373 

Ｂ 207,220 

Ｂ ＡＵＤ Ｈ 1,495 

Ｃ 190,055 

Ｃ ＡＵＤ Ｈ 1,495 

Ｉ 266,301 

Ｉ ＡＵＤ Ｈ 1,495 

Ｓ 185,229 

ＳＩ 281 
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アライアンス・バーンスタイン 

  

統 計 情 報 

  

（$：米ドル/ＡＵＤ：豪ドル/ＳＧＤ：シンガポール・ドル/€ ：ユーロで表示） 
  

エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ 

  

2015年８月31日 2014年８月31日 2013年８月31日 

  

純 資 産   $ 547,116,465 $ 745,113,096 $ 738,348,153 

 
  

各クラス１口当り純資産価格 

  

 Ａ $ 32.84 $ 39.90 $ 32.84 

 Ａ ＡＵＤ Ｈ AUD 15.65 AUD 18.73 AUD 15.18 

 Ａ ＳＧＤ Ｈ SGD 11.77 SGD 14.33 SGD 11.83 

 Ｂ  $ 26.30 $ 32.29 $ 26.83 

 Ｂ ＡＵＤ Ｈ AUD 14.69 AUD 17.76 AUD 14.53 

 Ｂ ＳＧＤ Ｈ N/A N/A SGD 11.55 

 Ｃ $ 27.75 $ 33.87 $ 28.00 

 Ｃ ＡＵＤ Ｈ AUD 15.14 AUD 18.19 AUD 14.81 

 Ｉ  $ 38.08 $ 45.91 $ 37.48 

 Ｉ ＡＵＤ Ｈ AUD 16.13 AUD 19.14 AUD 15.38 

 Ｓ $ 42.58 $ 50.79 $ 41.05 

 Ｓ１ $ 39.11 $ 47.06 $ 38.36 

 Ａ－ユーロ換算額* N/A € 30.37 € 24.84 

 Ｂ－ユーロ換算額* N/A € 24.58 € 20.30 

 Ｃ－ユーロ換算額* N/A € 25.78 € 21.18 

 Ｉ－ユーロ換算額* N/A € 34.94 € 28.35 

 Ｓ－ユーロ換算額* N/A € 38.66 € 31.06 

 Ｓ１－ユーロ換算額* N/A € 35.82 € 29.02 

（N/A ： 該当なし）

  

＊情報の目的でのみ記載している。 

 



 - 18 -

アライアンス・バーンスタイン 

財務諸表に対する注記 

2015年８月31日に終了した年度 

 

注記Ａ 概  要 

アライアンス・バーンスタイン（英文名称：ACMBernstein、以下「ファンド」という。）は、ルクセンブ

ルグ大公国の法律に準拠して設定され、2010年12月17日付投資信託／投資法人に関する法律（改正済）（以

下「2010年法」という。）のパートＩに基づき登録された共有持分型投資信託（“fonds commun de placement”）

である。ファンドは、その共同所有者（以下「受益者」という。）の利益のために、ルクセンブルグ大公

国の法律に基づき設立された会社でルクセンブルグに登記上の事務所を有するアライアンス・バーンスタ

イン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル（以下「管理会社」という。）によって管理される。

ファンドは、オーストリア、ドイツおよびスイス以外において、AllianceBernsteinの名称により業務を行

っている。ファンドは、2009年７月13日付欧州共同体指令2009/65（改正済）の第１(2)条の意味における

譲渡可能有価証券を投資対象とする投資信託（UCITS）としての資格を有している。 

2014年10月23日、管理会社の取締役会は、2014年12月11日付で、グローバル・コンサーバティブ・ポート

フォリオの名称をディベロプト・マーケッツ・マルチ-アセット・インカム・ポートフォリオに変更するこ

とを決議した。 

2014年10月23日、ファンドの管理会社は、以下を決議した。 

－ 2014年11月28日付で、グローバル・グロース・トレンド・ポートフォリオの投資目的および投資方

針の変更。 

－ 2014年11月28日付で、エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオの投資目的および投

資方針の変更。 

－ 2014年12月11日付で、グローバル・コンサーバティブ・ポートフォリオ（「ディベロプト・マーケ

ッツ・マルチ-アセット・インカム・ポートフォリオ」に名称変更）の既存の受益証券クラスであ

るA、A2、B、B2、C、C2およびIの名称をそれぞれAX、A2X、BX、B2X、CX、C2XおよびIXに変更する

ことを承認。ただし、これらの受益証券クラスを引続き購入できるのは、当該クラスの既存受益

者のみとする。 

ファンドは、それぞれが個別の資産プールである21の運用されているポートフォリオ（以下、それぞれを

「ポートフォリオ」という。また、総称して全ポートフォリオを「ポートフォリオ」という場合がある。）

で構成されている。各クラスの受益証券は、該当する各ポートフォリオの投資有価証券およびその他の純

資産に対する持分を表章する。同一クラスの全受益証券は分配および買戻しに関して同等の権利を有する。

以下は、エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオの運用開始日および2015年８月31日現在

の発行済受益証券クラスの一覧表である。 

 

アライアンス・バーンスタイン－  運用開始日  発行済受益証券クラス 

 エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ  1992年10月30日  A,A AUD H,A SGD H,B, 

B AUD H,C,C AUD H,I, 

I AUD H,S,S1 

 

 

注記Ｂ 重要な会計方針  

財務書類は、ルクセンブルグの法令および規制基準に従って作成されている。ポートフォリオが採用し

ている重要な会計方針の要約は、以下のとおりである。 

１．評  価 

 1.1 投資有価証券 

 証券取引所に上場されているかまたは他の規制された市場で取引されている有価証券は、当該取引所

または当該市場において入手可能な直近の取引値により評価される。かかる価格が入手できない場合は、

当該日の買い呼値と売り呼値の仲値で評価される。有価証券が数ヶ所の証券取引所または市場に上場さ
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れている場合は、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場における入手可能な直近の取引

値が用いられる。 

 有価証券は、その市場相場に基づき決定された現在市場価格で、または市場相場が容易に入手できな

い場合もしくは信頼性が低いと判断される場合には管理会社の取締役会により定められた手続きに従い、

管理会社の取締役会の全般的監督下で決定された“適正価値”で評価される。適正評価手続きは、ポー

トフォリオの評価基準時点における組入有価証券の適正価値と判断される価格を反映させるために当該

組入有価証券の市場の終値を調整することを目的としている。 

 特定の組入有価証券について適正評価手続きが用いられる場合、様々な客観的要因および主観的要因

（特に、当該有価証券の直近の価格が報告された後に発生した当該有価証券に影響を及ぼす事象または

市場全体に係る事象、関連する株価指数の現在評価、または一定の政府当局による発表）が考慮される

場合がある。利用可能な範囲で、第三者ベンダーが提供するモデル・ツールに基づく適正評価価格が用

いられる場合がある。従って、適正評価手続きが用いられる場合、ポートフォリオの純資産額を計算す

るために使用される個々の組入有価証券の価格は、当該有価証券についての相場または公表された価格

と異なる可能性がある。現在、適正価値調整は、一定の株式および先物契約のみに適用される。 

 従って、従前に報告された証券取引所の価格にも当てはまることであるが、適正評価手続きを利用し

て決定された組入有価証券の価格は、当該有価証券の売却の際に実現される価格と大幅に異なる場合が

ある。 

 主に米国の取引所で取引されている組入有価証券については、適正評価手続きは極めて限定的な状況

（例えば、特定の有価証券が取引されている証券取引所における定刻より早い取引の終了または特定の

有価証券の取引停止など）においてのみ用いられることが予想される。しかし、米国以外の取引所また

はその他市場（特にヨーロッパの市場およびインドを除くアジアの市場）において取引される有価証券

については、特に、かかる市場の取引がポートフォリオの評価基準時点よりかなり前に終わることから、

適正評価手続きが頻繁に利用されることが予想される。かかる市場の取引の終了から該当するポートフ

ォリオの評価基準時点までの間に広範な市場の動きを含む重要な出来事が発生する可能性がある。特に、

取引日において、これら本国市場の取引が終了した後に発生した米国市場での出来事はポートフォリオ

の組入有価証券の価値に影響を及ぼす可能性がある。ジャパン・ストラテジック・バリュー・ポートフ

ォリオは、ベンチマークのパフォーマンスおよび相対的なキャップストック・フローに基づき適用すべ

きとみなされる場合にのみ有価証券の適正評価を行う旨の方針を採用している。現在、ユーロゾーン・

ストラテジック・バリュー・ポートフォリオおよびヨーロピアン・バリュー・ポートフォリオは、いか

なる状況においても有価証券の適正評価は行っていない。 

債券（ⅰ）、証券取引所もしくは規制された市場において上場または取引されていない有価証券（ⅱ）、

証券取引所もしくは規制された市場における取引量が少ない有価証券（ⅲ）は、主要なマーケット・メー

カーが提供する直近の買い呼値で評価される。かかる市場価格がない場合、またはかかる市場価格が当該

有価証券の適正な市場価値を表示していない場合、当該有価証券は、管理会社の取締役会により定められ

た手続きに従い、管理会社の全般的な監督の下で、その適正価値を反映させるために定められる方法によ

り評価される。 

満期までの残存期間が60日以内の米国政府証券およびその他の債務証書は、一般的に、市場価格がある

場合には、独立のプライシング・ベンダーにより市場価格で評価される。市場価格がない場合、当該証券

は償却原価で評価される。この評価方法は、一般的に、元の満期が60日以内である短期証券ならびに元の

満期が60日超であった短期証券について用いられる。償却原価が用いられる場合、評価委員会（以下「委

員会」という。）は、使用される償却原価が当該証券の公正価値に概ね等しいことを合理的に結論づけな

ければならない。委員会が考慮する要因には、発行体の信用力の減損または金利の重要な変動が含まれる

が、それらに限定されるものではない。委員会の決定は、管理会社の取締役会によって定められた手続き

に従い、管理会社の取締役会の全般的な監督の下で行われる。 
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店頭市場（OTC）で取引されるスワップおよびその他デリバティブは、主に、独立のプライシング・サ

ービス、市場のインプットを用いた独立のプライシング・モデルならびに第三者のブローカー・ディーラ

ーもしくはカウンターパーティーを用いて、日々評価される。 

 1.2 ワラントの評価 

   上場ワラントは、承認されているベンダーによって提供される 終の取引価格で評価される。該当営

業日に売買がなかった場合、当該ワラントは、前日の 終取引価格で評価される。翌日以降、当該証券は、

適正価値で誠実に評価される。すべての非上場ワラントは、適正価値で誠実に評価される。ワラントが失

効した場合は直ちにその評価は停止される。 

 1.3 金融先物契約 

   先物契約締結時に、当初証拠金が預託される。先物契約が未決済である期間中、先物契約の評価額の

変動は、各日の取引終了時における当該契約の時価を反映させるために日 “々値洗い”することによって、

未実現利益または損失として認識される。未実現利益または損失の発生に応じて、変動証拠金が支払われ

るか、または受領される。契約の決済時には、実現利益または損失が計上される。かかる実現利益または

損失は、決済取引からの手取金（または原価）と当該契約におけるファンドの基準額の差額に等しい。 

   未決済の先物契約は、決済価格を用いて評価される。決済価格がない場合には、市場の直近の買い呼

び値を用いて評価される。評価の日に入手可能な市場相場がない場合には、入手可能な直近の決済価格が

用いられる。 

 1.4 為替先渡契約 

   未決済の為替先渡契約に係る未実現損益は、約定されたレートと契約決済時のレートとの差額として

計算される。実現損益は、同じ契約相手方との間のその他の契約によって決済または相殺された為替先渡

契約に係る純損益を含む。 

 1.5 オプションの購入およびオプションの発行 

   オプションが購入される場合、支払われたプレミアムに相当する金額が投資として計上され、その後

購入した当該オプションの現在の市場価格に対して調整される。未行使のまま期間満了となったオプショ

ンの購入に対して支払われたプレミアムは、行使期間満了日において実現損失として扱われる。購入した

プット・オプションが行使された場合、プレミアムは、該当するポートフォリオが利益または損失を実現

したか否かを決定する際に、原有価証券または原外貨の売却手取金から差引かれる。購入したコール・オ

プションが行使される場合、該当するポートフォリオによって購入された有価証券または外貨の原価ベー

スは、プレミアム額分増加する。オプションが発行される場合、該当するポートフォリオが受領したプレ

ミアムに相当する金額が負債として計上され、その後発行した当該オプションの現在の市場価格に対して

調整される。未行使のまま満期となった発行オプションから受領したプレミアムは、該当するポートフォ

リオにより、行使期間満了日における実現利益として扱われる。発行したコール・オプションが行使され

た場合、プレミアムは、該当するポートフォリオが利益または損失を実現したか否かを決定する際に、原

有価証券または原外貨の売却手取金に加算される。発行したプット・オプションが行使される場合、該当

するポートフォリオによって購入された有価証券または外貨の原価ベースは、プレミアム額分減少する。

ポートフォリオにより購入された上場プット・オプションまたはコール・オプションは、直近の売買価格

で評価される。当該日に売買がなかった場合には、当該日の 終買い呼値で評価される。 

 1.6 その他の投資信託／投資法人に対する投資 

   その他の投資信託／投資法人に対する投資は、当該投資信託／投資法人の入手可能な直近の純資産価

格で評価される。 

 1.7 スワップ契約 

   ポートフォリオは、スワップ契約に係る中間支払金を収益および費用に日々計上する。スワップ契約

は、日々値洗いされ、その評価額の変動は、スワップに係る未実現評価益（評価損）として資産・負債計

算書に計上され、スワップに係る未実現利益および損失の変動として損益計算書および純資産変動計算書

に計上される。スワップ契約が満期となったか、または売却された場合には、その純額は、投資有価証券

に係る実現利益または(損失)として損益計算書および純資産変動計算書に計上される。前渡または前受プ
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レミアムは、資産・負債計算書において費用または収益として認識され、契約期間にわたり定額法で償却

される。クレジット・デフォルト・スワップに関して発生した前渡または前受プレミアムの償却額は、当

該ポジションが売却されるまでスワップ収益に含まれ、その後、前渡または前受プレミアムの償却額は、

スワップからの純実現利益および(損失)に含まれる。その他すべての種類のスワップについて、前渡また

は前受プレミアムの償却額は、スワップからの純実現利益および(損失)に含まれる。スワップ契約の価値

の変動は、損益計算書および純資産変動計算書のスワップに係る未実現利益および（損失)の変動の構成

要素として計上される。 

   資産・負債計算書に開示される「スワップ契約前渡（前受）プレミアム」には、OTCクレジット・デフ

ォルト・スワップに係る前渡（前受）プレミアムおよび中央決済機構を通じて決済されるクレジット・デ

フォルト・スワップに係る未決済の証拠金が含まれる。 

２．創 業 費 

  すべての既存のポートフォリオの創業費は、過年度において、その全額を償却済みである。 

３．割当方法 

“債券”ポートフォリオおよび“バランス型”ポートフォリオに関する収益および費用（ただし、クラ

ス固有の管理報酬および販売管理報酬は除く。）は、ハイブリッド配分モデルを使用して毎日割当られる。

このモデルでは、毎日分配が発生するクラスについては当該各クラスの決済済受益証券の合算価額に比例

した割合に基づき、また、毎月分配が発生するかまたは一切分配されないクラスについては当該各クラス

の発行済受益証券の価額に比例した割合に基づき、割当を行う。“株式”ポートフォリオに関する収益お

よび費用は、各クラスの発行済受益証券の価額に比例した割合に基づき毎日割当られる。全ポートフォリ

オについて、実現および未実現損益は、各クラスの発行済受益証券の価額に比例した割合に基づき毎日割

当られる。クラス固有の管理報酬、管理会社報酬、販売管理報酬ならびに為替ヘッジ付受益証券クラスに

関連する為替先渡契約に係る実現および未実現損益は、当該クラスに直接請求される（または割当られる）。 

各ポートフォリオの全種類のクラスＳ受益証券は機関投資家向けであるため、一定のファンド費用は、

適宜、 低限の受益者活動および会計上の要求に基づき、各クラスＳ受益証券に割当られる。 

４．外貨換算 

約款に規定されたポートフォリオの表示通貨以外の通貨建による価額は、入手可能な直近の売買価格の

平均値で換算される。外貨取引は、取引日における実勢為替レートにより、各ポートフォリオの通貨に換

算される。 

合算資産・負債計算書は、当該合算資産・負債計算書の日付現在の実勢為替レートにより、米ドル建で

作成されるが、合算損益計算書および純資産変動計算書は、当年度中の平均実勢為替レートにより、米ド

ル建で作成される。 

財務書類に適用された為替レートは、以下のとおりである。 

  ユーロから米ドルへの換算： 直物レート 1.1211、平均レート 1.1622 

  日本円から米ドルへの換算： 直物レート 0.0082、平均レート 0.0085 

５．投資収益および投資取引 

受取配当金は、配当落日に計上される。受取利息は日々発生主義で計上される。ポートフォリオの投資

損益は、平均原価法に基づき決定される。 

ファンドは、利息収益の調整として、割引分を加え、プレミアムを償却する。投資取引は、取引日の翌

日に計上される。 

６．見積もり 

ルクセンブルグにおいて一般に認められている会計原則に準拠した財務書類の作成に当って、経営陣は、

財務書類の日付現在の資産・負債の報告金額および偶発資産・負債の開示ならびに報告期間中の収益・費

用の報告金額に影響を及ぼす見積もりおよび仮定を行うことが要求されている。実際の業績はこれらの見

積もりとは異なる可能性がある。 
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注記Ｃ 税  金 

ルクセンブルグの共有持分型投資信託（ＦＣＰ）であるファンドには、ルクセンブルグの現行の税法の

下で、所得税、源泉税あるいはキャピタル・ゲイン税は課税されない。ファンドには、各暦四半期末日の

純資産総額に基づき年率0.05％の税率で計算され、四半期毎に支払われるルクセンブルグの年次税（tax 

d’abonnement）が課税される。当該税率は、2010年法第174条の意味における機関投資家向け受益証券ク

ラスについては0.01％となる。有価証券についての利息、配当金およびキャピタル・ゲインには、国によ

って源泉税またはキャピタル・ゲイン税が課税される場合がある。 

 

注記Ｄ 分  配 

適用ある場合、受益者へ支払われた分配金は、分配落日に計上される。 

 

注記Ｅ 管理報酬および関係会社とのその他の取引 

ファンドは、アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル（以下「管

理会社」という。）に管理報酬を支払う。投資顧問契約の条項に基づき、管理会社は、受領した管理報酬

の中から、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー（以下「投資顧問会社」という。）に投資顧問報

酬を支払う。 

管理会社は、年間の総運営費用を制限するために必要な限度で、一定の費用を負担することに自発的に同

意している。 

かかる制限は、エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオに関して、以下のように設定され

ている（日々の純資産額の平均額に対する比率で表示されている）。 

 

アライアンス・バーンスタイン－  受益証券クラス  ％ 

 エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ  S  0.30 

  S1  1.20 

 

管理会社によって負担される費用は、損益計算書および純資産変動計算書の「費用の払戻しまたは権利放

棄」に含まれている。未収払戻額は、資産・負債計算書の「その他未収金」または「未払費用およびその

他債務」に含まれている。2015年８月31日に終了した年度について管理会社がエマージング・マーケッツ・

グロース・ポートフォリオに関して負担した費用および2015年８月31日現在の未収払戻額はない。 

ファンドは、管理会社に管理会社報酬を支払う。 

各ポートフォリオの特定のクラスの受益証券は、海外における販売会社に、当該受益証券に関してファン

ドに提供される販売関連業務に対する報酬である販売管理報酬を支払う。 

前述の報酬はすべて、各ポートフォリオの日々の純資産額の平均額に対し年率で発生し、毎月支払われる。 

エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオに適用される各報酬の年率の一覧は、後記の表１

に記載されている。 

また、全種類のクラスＢ受益証券には、0.00％から4.50％の間の料率で条件付後払申込手数料が課され、

全種類のクラスＣ受益証券には、0.00％から1.00％の間の料率で条件付後払申込手数料が課され、クラス

Ｊ受益証券には0.00％から3.00％の間の料率で条件付後払申込手数料が課される。実際に課される料率は、

ポートフォリオおよび当該受益証券の保有期間による。 

ファンドは、その登録・名義書換事務代行会社であるアライアンス・バーンスタイン・インベスター・サ

ービセズ（管理会社の一部門）に、ファンドの登録・名義書換代行業務を行うための人員および設備の提

供の対価としての報酬を支払う。2015年８月31日に終了した年度について、当該報酬の額は26,374,468米

ドルであった。 

ファンドは、ルクセンブルグ以外の一部の法域における販売のためのファンドの登録に関連して提供され

た一定のサービスについて、一定の条件に従って、投資顧問会社に報酬を支払う。2015年８月31日に終了
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した年度について、当該報酬の額は1,548,138米ドルであり、損益計算書および純資産変動計算書の「専門

家報酬」に含まれている。 

ファンドは、その法律顧問であるエルビンガー・ホス・プリュッセン法律事務所（管理会社の取締役であ

るイブ・プリュッセン氏は、同事務所のパートナーのひとりである。）に、ファンドに提供された法律顧

問サービスに対して報酬を支払う。2015年８月31日に終了した年度についての支払額は85,421ユーロであ

り、損益計算書および純資産変動計算書の「専門家報酬」に含まれている。 

投資顧問会社は、引受団のメンバーとして重要な利害関係のある関係者を含む募集および／または新規発

行に関する取引を行っていない。 

ファンドのために遂行されたすべての取引は、通常の営業過程および／または通常の商業条件で行われた。 

ダイナミック・ダイバーシファイド・ポートフォリオは、管理会社によって管理されるアライアンス・バ

ーンスタイン SICAV－低ボラティリティ・エクイティ・ポートフォリオおよびアライアンス・バーンスタ

イン SICAV－リアル・アセット・ポートフォリオに投資する。グローバル・ハイ・イールド・ポートフォ

リオは、管理会社によって管理されるアライアンス・バーンスタイン SICAV－エマージング・マーケット・

コーポレート・デット・ポートフォリオ、アライアンス・バーンスタイン SICAV－ユーロ・ハイ・イール

ド・ポートフォリオおよびアライアンス・バーンスタイン・モーゲージ・インカム・ポートフォリオなら

びに関連当事者であるアライアンス・バーンスタイン・フィックスト・インカム・シェアーズ・インク・

ガバメント STIF ポートフォリオに投資する。エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオは、

管理会社によって管理されるアライアンス・バーンスタイン SICAV－エマージング・マーケット・コーポ

レート・デット・ポートフォリオに投資する。 

 

注記Ｆ ソフトコミッション契約 

2015年８月31日に終了した年度に、投資顧問会社は、株式に投資するファンドのポートフォリオに関して

ブローカーからソフトダラーコミッションを受領し、またソフトコミッション契約をブローカーと締結し

た。それに関連して、投資決定プロセスをサポートするために使用される一定の商品およびサービスを受

領した。 

ソフトコミッション契約は、ファンドのための取引の実行が 良の執行基準に合致し、かつ取引手数料率

が機関投資家を対象とした総合的サービスを提供する証券会社の通常の取引手数料率を超過しないことを

基準として、締結された。受領した商品およびサービスには、専門家による産業・企業・消費者調査、ポ

ートフォリオおよび市場分析、ならびに当該サービスの引渡しに使用されるコンピューターソフトウェア

が含まれる。かかる契約に基づき提供される利益は、ファンドへの投資サービスの提供を助け、かつファ

ンドの運用成績の向上に貢献できるものでなければならず、従って、受領した商品およびサービスもその

ような性質を有するものである。 

疑義の回避のため付記すると、かかる商品およびサービスは、出張費、宿泊費、接待費、一般管理用品も

しくはサービス、一般的なオフィス機器もしくは建物、会費、従業員の賃金もしくは直接的な金銭の支払

いを含まない。 

取引費用は、譲渡可能有価証券、短期金融商品、デリバティブまたはその他の適格資産を取得する際に発

生した費用である。取引費用には、買い呼値と売り呼値のスプレッド、代理人、アドバイザー、ブローカ

ーおよびディーラーに支払われた報酬および手数料、取引関連の税金ならびにその他市場の手数料が含ま

れる。取引費用には、負債のプレミアム・割引、資金調達費用または内部管理・保有費用は含まれない。

取引費用は、投資明細表の「投資有価証券の取得価額」、ならびに損益計算書および純資産計算書の「投

資有価証券に係る純実現利益および(損失)」および「投資有価証券に係る未実現評価益および(評価損)の

変動」に含まれている。取引費用は、総費用比率および／または費用の払戻額の計算においては除外され

ている。 

2015年８月31日に終了した年度について、エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオが負

担した取引費用の金額は、以下のとおりである。 
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アライアンス・バーンスタイン－  金 額 

 エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ  980,521米ドル 

 

注記Ｇ 為替先渡契約 

為替先渡契約は、取決めた先渡レートで将来の期日に外貨を購入または売却する契約である。原契約と

契約終了時の差異から生じる利益または損失は、損益計算書および純資産変動計算書の「投資有価証券、

為替先渡契約、スワップ、金融先物契約、オプションおよび通貨に係る実現利益および(損失)」の項目に

計上される。 

未決済の為替先渡契約の評価額の変動は、為替先渡契約に係る未実現利益および(損失)の構成部分とし

て財務報告上反映される。 

ある特定の通貨（以下、それぞれ「取引通貨」という。）で販売されているポートフォリオの一または

複数のクラスの受益証券は当該取引通貨にヘッジされることがある。かかる受益証券クラスは、「為替ヘ

ッジ付受益証券クラス」を構成する。為替ヘッジ付受益証券クラスは、取引費用などの実際的な面を考慮

しつつ、当該ポートフォリオの基準通貨と当該取引通貨との間の為替レートの変動の影響を減らすことに

より、当該ポートフォリオの基準通貨によるリターンとより密接に相関するリターンを投資者に提供する

ことを目標としている。 

採用される為替ヘッジ戦略は、当該ポートフォリオの基準通貨と当該取引通貨との間の為替エクスポー

ジャーの低減を企図するものであるが、それを解消できない可能性がある。また、契約相手方による契約

条件の不履行およびヘッジされる通貨に対する為替レートの予期せぬ変動のリスクにさらされる。 

同一のポートフォリオ内の各種の受益証券クラスの間では負債は分離されないので、一定の状況の下で、

為替ヘッジ付受益証券クラスに関連する為替ヘッジ取引の結果として発生した負債が同一ポートフォリオ

のその他の受益証券クラスの純資産額に影響を及ぼすという僅かなリスクがある。その場合、当該ポート

フォリオの他の受益証券クラスの資産が、当該為替ヘッジ付クラスによって発生した負債をカバーするた

めに使用される可能性がある。 

ファンドの有価証券は、為替先渡契約（受益証券クラスのヘッジのために用いる契約を含む）のための

担保として使用される。 

2015年８月31日現在、為替先渡契約について保有される現金担保はない。 

 

注記Ｈ 買戻条件付取引契約 

買戻条件付取引（レポ取引）契約は、米国政府または米国政府の関係機関もしくは外郭団体の債務証券

によって担保されている。買戻条件付取引契約の対象となる証券は、経過利息を含む買戻価格と少なくと

も同等の金額で、常に保管受託銀行によって保有されるものとする。 

2015年８月31日現在、買戻条件付取引契約はない。 

 

注記Ｉ 逆買戻条件付取引契約 

  逆買戻条件付取引（リバースレポ取引）契約は買戻条件付取引契約と同じであるが、唯一異なる点は、

売主による買戻条件付の有価証券を現金で購入するのではなく、売却価格を若干上回る固定価格で後日買

戻すという条件付でファンドがポートフォリオ資産を売却することである。逆買戻条件付取引契約の期間

中、ファンドは、継続して当該有価証券に係る元本および利息の支払いを受ける。一般的に、逆買戻条件

付取引契約の効果は、ファンドが、関係する組入有価証券に付随する利息収益を維持しつつ、逆買戻条件

付取引契約の期間にわたり当該組入有価証券に投資された全部または大部分の現金を回収できることであ

る。 

  かかる取引が有利となるのは、逆買戻条件付取引でファンドが負担する「金利費用」（すなわち、当該

有価証券の売却価格と買戻価格との差額）が、逆買戻条件付取引以外の方法で、組入有価証券に投資され

た現金を取得する場合の費用を下回る場合のみである。 
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注記Ｊ 金融先物契約 

  ファンドは、金融先物契約の売買を行うことができる。ファンドは、かかる金融商品の評価額の変動か

ら生じる市場リスクを負う。ファンドによる金融先物契約の取引は規制された取引所を通じて行われるた

め、契約相手方の信用リスクはない。 

  ファンドは、金融先物契約締結時に、当該取引が実行される取引所によって要求される当初証拠金を、

担保としてブローカーに預託しかつそれを維持する。 

契約に従って、ファンドは、当該契約の評価額の日々の変動に等しい金額の現金をブローカーから受領

するか、あるいはブローカーに支払うことに同意する。当該受領額または支払額は、変動証拠金と呼ばれ、

ファンドは、これらを未実現利益または損失として計上する。契約決済時に、ファンドは、契約締結時と

契約決済時の契約評価額の差額相当分を実現利益または損失として計上する。 

2015年８月31日現在ブローカーが保有する／ブローカーに支払うべき現金は、資産・負債計算書に「現金」

および「預託機関に対する未払金」の一部として計上されている。 

 

注記Ｋ スワップ取引 

スワップは、原資産の一定金額またはその他決められた想定元本に関し、特定の価格もしくは金利の変

動に基づき、もしくはそれらを基準に計算される一連のキャッシュ・フローを２当事者間で一定の間隔で

交換することを義務づける契約である。スワップに係る実現利益および(損失)ならびに未実現利益および

(損失)の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「投資有価証券、為替先渡契約、スワップ、金融

先物契約、オプションおよび通貨に係る実現利益および(損失)」および「スワップに係る未実現利益およ

び(損失)の変動」の項目の構成要素としてそれぞれ計上される。 

スワップ契約に関連してブローカーが保有する／ブローカーに支払うべき現金担保は、資産・負債計算

書に「現金」および「預託機関に対する未払金」の一部として計上されている。 

 金利スワップ 

  金利スワップは、算定ベースとなる想定元本に基づき、連続した固定金利または変動金利の支払いを交

換する２当事者間の契約である。 

  2015年８月31日現在、金利スワップに関連し提供された担保はない。 

中央決済機構を通じて決済される金利スワップ 

  中央決済機構を通じて決済される金利スワップは、算定ベースとなる想定元本に基づき、連続した固定

金利または変動金利の支払いを交換する２当事者間の契約である。 

 クレジット・デフォルト・スワップ 

クレジット・デフォルト・スワップ契約の買い手は、契約期間中、売り手に対し定期的に連続した支払

いの義務を負う代わりに、対象参照債務に関しクレジット・イベント（信用問題）が発生した場合には売

り手から偶発的な支払いを受ける。 

 中央決済機構を通じて決済されるクレジット・デフォルト・スワップ 

中央決済機構を通じて決済されるクレジット・デフォルト・スワップ契約の買い手は、契約期間中、売

り手に対し定期的に連続した支払いの義務を負う代わりに、対象参照債務に関しクレジット・イベント（信

用問題）が発生した場合には売り手から偶発的な支払いを受ける。 

 

注記Ｌ：オプション取引 

  ファンドは、有価証券に係るプットおよびコール・オプションを購入および発行（売付）することがで

きる。オプションの購入に付随するリスクは、オプションの行使・未行使にかかわらず、ファンドがプレ

ミアムを支払うことである。加えて、ファンドは、契約相手方による契約不履行の場合、プレミアム喪失

のリスクおよび市場価値の変動を負担する。購入したプットおよびコール・オプションは、投資有価証券

と同様の方法により会計処理される。コール・オプションの行使により取得した有価証券の原価は、支払

われたプレミアム額分増加する。プット・オプションの行使により売却された有価証券からの収入は、支

払ったプレミアム額分減少する。 

  ファンドがオプションを発行した場合、ファンドが受領したプレミアムは負債として計上され、その後

発行オプションの市場価格に対して調整される。 
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未行使のまま満了となった発行オプションから受領したプレミアムは、ファンドによって、行使期間満

了日に、発行オプションからの実現利益として計上される。受領したプレミアムの額と決済時の買戻取引

で支払われた金額との差額（ブローカー手数料を含む）も実現利益として扱われ、受領したプレミアムの

額が決済時の買戻取引で支払われた金額を下回る場合には、実現損失として扱われる。 

コール・オプションが行使された場合、受領したプレミアムは、ファンドによる実現利益または損失を

決定する際に、原証券または原通貨の売却手取金に加算される。プット・オプションが行使された場合、

ファンドが購入した証券または通貨の原価ベースは、受領したプレミアム額分減少する。オプションを発

行する場合、ファンドは、発行オプションの対象となる原証券または原通貨の価格が不利に変動する場合

の市場リスクを負担する。ファンドが発行したオプションが行使される場合、市場価格とは異なる価格で

証券または通貨を売買する結果となる場合がある。 

  またファンドは、スワップ契約に係るオプション（いわゆるスワップション）に投資できる。スワップ

ションは、買い手に対して、将来のある日に市場ベースのプレミアムの支払いと交換にスワップ取引を開

始する権利（ただし、その義務はない）を付与するオプションである。リシーバー・スワップションは、

その所有者に対して、特定の資産、参照レートもしくは指数の包括的リターンを受領する権利を付与する

ものである。ペイヤー・スワップションは、その所有者に対して、特定の資産、参照レートもしくは指数

の包括的リターンを支払う権利を付与するものである。スワップションには、取引相手方の一つが既存の

スワップを終了または延長できるオプションも含まれる。 

  2015年８月31日現在、未決済のオプション契約に関連する担保はない。 

 

注記Ｍ 投資有価証券の貸付 

ポートフォリオは、組入有価証券の担保付貸付を行うことができる。他の信用の供与と同様、組入有価

証券の貸付のリスクは、借主が経済的に破綻した場合に担保物に対する権利を失う可能性である。さらに、

借主の債務不履行の場合、担保物を売却しても貸付有価証券の代替物を購入できる十分な額の手取金を得

られないというリスクがある。 

ある特定の借主に有価証券の貸付を行うか否かを決定する際、投資顧問会社は、関連するすべての事実

および状況（借主の信用度を含む。）を検討する。 

組入有価証券の貸付期間中、借主は、かかる有価証券からの収益を当該ポートフォリオに支払うことが

ある。ポートフォリオは、現金担保を短期金融商品に投資することによって、追加収益を取得するか、ま

たは同等の担保を交付した借主から合意した金額の収益を受け取ることができる。 

ポートフォリオは、所有者としての権利（議決権、新株引受権および配当、利息または分配に関する権

利等）を行使するために貸付有価証券または同等の有価証券の登録上の所有権を取り戻す権利を有する。

ポートフォリオは、当該貸付に関連して合理的な仲介手数料、管理手数料、およびその他の手数料を支払

うことがある。 

有価証券の担保付貸付を行うに当り、ポートフォリオは、報酬収益の総額を受領するものとし、そのう

ち20％を証券貸付業務を提供する証券貸付代理人に支払う。 

2015年８月31日に終了した年度について、エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオは、

以下の手数料収益（純額）を得た。 

 

アライアンス・バーンスタイン－  金 額 

 エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ  190,301米ドル 

 

これは、損益計算書および純資産変動計算書の「有価証券貸付収益（純額）」に含まれている。 

2015年８月31日に終了した年度について、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（証券貸付代理人として行

為する）は、証券貸付業務の提供に対して863,244米ドルの報酬を得た。これは、損益計算書および純資産

変動計算書の「有価証券貸付収益（純額）」に含まれている。 

2015年８月31日現在、エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオの貸付証券および関連担

保の価額は以下のとおりである。当該担保は、エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオに

おいて保有される有価証券に関連している。 
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アライアンス・バーンスタイン－ 価 額（米ドル）  担保の市場価値（米ドル）

エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ 

 クレディ・スイス・セキュリティーズ 

 ドイツ銀行 AG 

UBS AG ロンドン 

 

4,480,229 

4,077,845 

1,219,347 

 

4,704,241 

4,281,737 

1,280,314 

 

注記Ｎ 銀行借入枠 

  ファンドは、保管受託銀行との間に設定された当座借越枠（以下 「借越枠」という。）により、異常な

買戻活動に関連して必要ある場合、一定の制限の下で、短期的／一時的資金を調達することができる。 

  ファンドの各ポートフォリオの借入れは、それぞれの純資産額の10％を限度とする。借越枠に従った借

入金は、相互に合意された利率で利息が課され、各ポートフォリオの原資産を担保としている。 

 

注記Ｏ: 資産の合同運用 

  ポートフォリオの投資方針により認められる場合、効率的な運用の目的で、管理会社は、ファンド内ま

たはファンド外において一定のポートフォリオの資産を合同運用することを選択することができる。この

場合、異なるポートフォリオの資産が合同で運用される。合同運用される資産は“プール”と呼ばれる。

かかるプールの設定は、運用費用およびその他費用の削減を目的とする管理上の手段であり、受益者の法

的権利・義務に変更を生じさせるものではない。プールは、独立の法的主体を構成することはなく、投資

者には直接開示されない。合同運用されるポートフォリオの各々は、引続き自身の特定資産に対して権利

を有するものとする。 

  合同運用の目的で複数のポートフォリオの資産がプールされる場合、各参加ポートフォリオに帰属する

資産プールの持分割合は、当該ポートフォリオの当該プールに対する当初の参加持分を基準として記録さ

れ、追加の配分または取消しがあった場合には、変更される。 

各参加ポートフォリオが合同運用資産に対して有する権利は、当該プールのすべての投資および投資系

列に適用される。合同運用されるポートフォリオのために行われた追加的投資は、各ポートフォリオに各々

の権利に応じて配分され、売却された資産は、同様に、各参加ポートフォリオに帰属する資産に配賦され

る。 

2015年８月31日現在、エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオの資産は合同運用されて

いない。 

 

注記Ｐ: ブローカー勘定 

投資明細表に記載されているデリバティブ商品は、保管受託銀行および第三者ブローカーを通じて取引

される。これらブローカーは、本財務書類に対する注記Ｉ、Ｊ、ＫおよびＬに記載する担保を保有する。

かかるブローカーがファンドに支払うすべての金額（担保を含む）について、ファンドは取引相手方リス

クにさらされる。 

ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（ルクセンブルグ）エス・シー・エイとの間の保管契約の条項に従っ

て、保管受託銀行は一般的に、ブローカーの破産リスクまたは支払不能リスクに起因する損失、損害また

は費用について責任を負わない点に留意する必要がある。 

 

注記Ｑ：免 責 

管理会社は、一般的に、各ポートフォリオのサービス提供会社に対して、当該サービス提供会社が各ポ

ートフォリオに誠実に提供した役務の履行に関連して負担した損失、負債またはその他の費用（合理的な

弁護士報酬を含む）を、各ポートフォリオの資産の中から補償することに合意している。 

 

注記Ｒ：後発事象 

ファンドの管理会社は、各ポートフォリオの全受益者に対し、2015年11月２日付で純資産額調整ポリシ

ー（いわゆる「スイング・プライシング」）を実施する旨の通知を行った。本ポリシーに基づき、各ポー

トフォリオの純資産額は、取引費用の見積り、取引スプレッドならびに受益者による受益証券の購入およ
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び買戻請求によって発生する費用の影響を反映させるために調整される場合がある。スイング・プライシ

ングは、日々の純申込額または純買戻額が取締役会が定める限界値を超えた場合に自動的に適用される。

スイング・プライシングが適用された場合、当該ポートフォリオの受益証券の純資産価格は、通常、当該

純資産額の２％を超えない金額で上方修正または下方修正される。これにより、受益証券の購入および買

戻しによって発生した取引費用は、当該ポートフォリオ自体ではなく、当該ポートフォリオの受益証券の

取引を行った投資者によって負担されることになる。かかる調整は、ポートフォリオの受益証券の取引に

よってもたらされる当該ポートフォリオの受益証券に対する受益者の投資価値の希薄化を 小化すること

を企図したものである。 

2016年２月５日付で、ファンドの名称は「AB FCP I」に変更される。 
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アライアンス・バーンスタイン 

表 １ 

報酬一覧表 

  

  管理報酬 管理会社報酬 販売管理報酬  総費用比率* 

    

エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ   

受益証券のクラス  
 

  

 Ａ  1.70％  0.10％  N/A  2.03％ 

 Ａ ＡＵＤ Ｈ  1.70％  0.10％  N/A  2.04％ 

 Ａ ＳＧＤ Ｈ  1.70％  0.10％  N/A  2.03％ 

 Ｂ  1.70％  0.10％  1.00％  3.03％ 

 Ｂ ＡＵＤ Ｈ  1.70％  0.10％  1.00％  3.03％ 

 Ｃ  2.15％  0.10％  N/A  2.48％ 

 Ｃ ＡＵＤ Ｈ  2.15％  0.10％  N/A  2.48％ 

 Ｉ  0.90％  0.10％  N/A  1.24％ 

 Ｉ ＡＵＤ Ｈ  0.90％  0.10％  N/A  1.23％ 

 Ｓ  N/A  0.01％(1)  N/A  0.18％ 

 Ｓ１  0.90％  0.01％(1)  N/A  1.05％ 
    

（N/A： 該当なし）
 

＊ 無監査 

 

管理会社報酬： 

(1) 50,000米ドルまたは日々の純資産額の平均額の0.01％のうちいずれか低い額と同額の年次報酬。 
 
 

アライアンス・バーンスタイン 

表 ２ 

ポートフォリオ回転率 

  

 回 転 率*（無監査）

   

 エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ 50.98％ 
 

 ＊ 全米会計士協会（AICPA）のガイドラインに従って算定されている。当期の有価証券の平均市場価額は月末の評価に

基づき算定されている。 
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(3) 投資有価証券明細表等 
 

アライアンス・バーンスタイン － エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ 

投 資 明 細 表 

2015年8月31日現在 
 

 
株 数 

時 価 

（米ドル） 
 
対純資産比率

（％） 

    
証券取引所またはその他規制市場で上場または取引される譲渡可能有価証券  
    
普 通 株 式   
    
金 融   
    
銀 行   

Axis Bank Ltd.  938,400 7,166,746  1.3

Banco Davivienda SA (Preference Shares)  403,918 3,152,427  0.6

Bank Mandiri Persero Tbk PT  8,504,000 5,502,983  1.0

China Construction Bank Corp. - Class H  3,672,000 2,581,341  0.5

Credicorp Ltd.  74,506 8,194,170  1.5

HDFC Bank Ltd.  722,110 11,115,447  2.0

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - Class H  4,346,000 2,544,523  0.5

Kasikornbank PCL  601,500 3,028,895  0.6

Kasikornbank PCL (NVDR)  571,100 2,872,738  0.5

 46,159,270  8.5

消費者金融   

Muthoot Finance Ltd.  446,941 1,154,080  0.2

Shriram Transport Finance Co., Ltd.  279,053 3,413,480  0.6

 4,567,560  0.8

各種金融サービス   

Cielo SA  237,720 2,513,769  0.5

Premium Leisure Corp.  175,951,600 4,695,397  0.8

 7,209,166  1.3

保 険   

AIA Group Ltd.  3,322,000 18,332,957  3.3

BB Seguridade Participacoes SA  1,092,000 8,641,694  1.6

 26,974,651  4.9

不動産管理・開発   

Ayala Land, Inc.  13,033,300 10,013,447  1.8

Global Logistic Properties Ltd.  8,116,900 12,779,327  2.3

Grupo GICSA SA de CV  4,795,078 4,218,859  0.8

Parque Arauco SA  243,797 425,722  0.1

 27,437,355  5.0

貯蓄・抵当・不動産金融   

Housing Development Finance Corp., Ltd.  927,840 16,542,993  3.0

 128,890,995  23.5

    
一般消費財・サービス   

    
自動車   

Tata Motors Ltd. - Class A  789,991 2,828,715  0.5

    
各種消費者サービス   

Estacio Participacoes SA  1,227,900 4,222,054  0.8

Kroton Educacional SA  2,037,500 4,876,539  0.9

New Oriental Education & Technology Group, Inc. (Sponsored ADR) 308,164 6,314,280  1.1

TAL Education Group (ADR)  529,114 16,227,927  3.0

 31,640,800  5.8
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株 数 

時 価 

（米ドル） 
 
対純資産比率

（％） 

    
ホテル・レストラン・レジャー   

Melco International Development Ltd. (a)  4,087,000 6,358,345  1.1

NagaCorp Ltd.  3,688,000 2,275,105  0.4

Yum! Brands, Inc.  176,388 14,070,471  2.6

 22,703,921  4.1

インターネット販売・カタログ販売   

JD.com, Inc. (ADR)  171,794 4,446,029  0.8

Vipshop Holdings Ltd. (ADR)  464,620 8,358,514  1.5

 12,804,543  2.3

メディア   

Naspers Ltd. - Class N  110,770 14,339,029  2.6

Surya Citra Media Tbk PT  6,587,000 1,278,630  0.2

 15,617,659  2.8

複合小売り   

Matahari Department Store Tbk PT  4,642,500 5,784,975  1.1

    

繊維・アパレル・贅沢品   

Cie Financiere Richemont SA  1,569,116 11,690,130  2.2

Eclat Textile Co., Ltd.  1,086,080 16,334,032  3.0

Titan Co., Ltd.  893,517 4,563,355  0.8

 32,587,517  6.0

 123,968,130  22.6

情報技術   

    

電子装置・機器・部品   

China Railway Signal & Communication Corp., Ltd.  7,589,960 5,885,854  1.1

Delta Electronics, Inc.  520,000 2,608,551  0.5

PAX Global Technology Ltd.  3,085,000 2,874,822  0.5

 11,369,227  2.1

インターネットソフトウェア・サービス   

Alibaba Group Holding Ltd. (Sponsored ADR)  37,497 2,479,302  0.4

Baidu, Inc. (Sponsored ADR)  103,886 15,297,213  2.8

Just Dial Ltd.  206,887 2,634,389  0.5

Tencent Holdings Ltd.  1,314,100 22,007,267  4.0

 42,418,171  7.7

情報技術サービス   

HCL Technologies Ltd.  926,738 13,564,740  2.5

QIWI PLC (Sponsored ADR)  40,012 1,046,314  0.2

Tata Consultancy Services Ltd.  323,391 12,513,913  2.3

 27,124,967  5.0

半導体・半導体製造装置   

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.  9,250,385 35,991,478  6.6

 116,903,843  21.4

    

生活必需品   

    

食品・生活必需品小売り   

7-Eleven Malaysia Holdings Bhd  4,734,668 1,657,134  0.3

Bizim Toptan Satis Magazalari AS  103,555 399,895  0.1

CP ALL PCL  12,294,000 17,491,812  3.2

CP ALL PCL (NVDR)  1,148,000 1,633,120  0.3

Lenta Ltd. (GDR)  1,729,855 12,627,485  2.3

Magnit PJSC (Sponsored GDR)  233,334 11,588,936  2.1

Olam International Ltd.  3,606,700 5,291,235  1.0

 50,689,617  9.3
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株 数 

時 価 

（米ドル） 
 
対純資産比率

（％） 

    
食 品   

Universal Robina Corp.  1,735,980 7,190,306  1.3

    

パーソナル用品   

Hengan International Group Co., Ltd.  837,000 8,262,293  1.5

Unilever PLC  100,723 4,039,486  0.8

 12,301,779  2.3

タバコ   

British American Tobacco PLC  400,430 21,203,749  3.9

ITC Ltd.  1,085,760 5,317,003  0.9

 26,520,752  4.8

 96,702,454  17.7

    

ヘルスケア   

    

ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス   

Bangkok Dusit Medical Services PCL - Class F  468,600 254,922  0.1

    

医薬品   

Aspen Pharmacare Holdings Ltd.  588,739 15,177,200  2.7

Lupin Ltd.  128,382 3,710,765  0.7

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.  531,084 7,080,055  1.3

 25,968,020  4.7

 26,222,942  4.8

    

資本財・サービス   

    

商業サービス・用品   

APR Energy PLC  481,195 561,179  0.1

    

建設・土木   

IRB Infrastructure Developers Ltd.  1,502,594 5,291,048  1.0

    

コングロマリット   

SM Investments Corp.  258,580 4,849,874  0.9

    

専門サービス   

51job, Inc. (ADR)  153,913 4,126,408  0.7

    

陸運・鉄道   

CAR, Inc. (a)  5,512,000 9,622,191  1.8

Globaltrans Investment PLC (Sponsored GDR)  375,236 1,283,593  0.2

 10,905,784  2.0

 25,734,293  4.7

    

電気通信サービス   

    

無線通信サービス   

China Mobile Ltd.  518,000 6,340,037  1.2

Tower Bersama Infrastructure Tbk PT  20,558,500 10,489,212  1.9

 16,829,249  3.1

    

公益事業   

    

独立系発電事業者・再生可能エネルギー発電事業者   

TerraForm Global, Inc. - Class A  662,677 6,454,474  1.2
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株 数 

時 価 

（米ドル） 
 
対純資産比率

（％） 

    
素 材   

    

建設資材   

Cemex Latam Holdings SA  417,565 1,599,395  0.3

Grasim Industries Ltd. (GDR)  57,641 2,988,530  0.5

 4,587,925  0.8

    

    

投資有価証券合計（取得価額 580,400,342 米ドル） 546,294,305  99.8

    

定期預金   

Barclays, London (b) 利率0.03%  947,752  0.2

BBH, Grand Cayman (b) 利率(1.00)%  5,348  0.0

BBH, Grand Cayman (b) 利率(0.50)%  112  0.0

BBH, Grand Cayman (b) 利率(0.21)%  5,351  0.0

BBH, Grand Cayman (b) 利率0.10% 108  0.0

BBH, Grand Cayman (b) 利率0.82%  666  0.0

BNP Paribas, Paris (b) 利率0.01% 206,110  0.0

BNP Paribas, Paris (b) 利率0.08% 137,453  0.0

Hong Kong & Shanghai Bank, Singapore (b) 利率0.10% 342,227  0.1

Wells Fargo, San Francisco (b) 利率4.80% 52,194  0.0

定期預金合計 1,697,321  0.3

    

その他の資産（負債控除後） (875,161)  (0.1)

    

純 資 産 547,116,465  100.0

 

 
(a) 貸付中の有価証券の全部または一部を表示する。貸付有価証券に関する情報は、財務書類に対する注記Ｍを参照のこと。 
(b) 翌日物預金 

 

用語説明： ADR  － 米国預託証券 

 GDR  － グローバル預託証券 

 NVDR － 無議決権預託証券 

 PJSC － Public Joint Stock Company（公開株式会社） 
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為替先渡契約 
 

カウンターパーティー 

約定引渡通貨 

および金額 

交換通貨 

および金額 決 済 日 

未実現 

評価（損）益

 （単位：千） （単位：千）  （米ドル） 

     

Brown Brothers Harriman & Co. + USD 412 AUD 575 2015年9月29日 (3,575)

Brown Brothers Harriman & Co. + USD 20 SGD 28 2015年9月29日 (156)

  (3,731)

 

 

+ 為替ヘッジ付クラスの受益証券のために用いられた。 

 

通貨略称： 

AUD － 豪ドル 

SGD － シンガポール・ドル 

USD － 米ドル 

 

 

財務諸表に対する注記を参照のこと。 
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第３ お知らせ 

 

１．2016年２月５日付で、トラストである「アライアンス・バーンスタイン」の英文名称が「ACMBernstein」

から「AB FCP I」に変更されました。日本語名称に変更はありません。 

２．2016 年４月 1日付で、代行協会員は、アライアンス・バーンスタイン証券会社 東京支店からアライ

アンス・バーンスタイン株式会社に変更されました。 
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